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外国法人の発行する株券に係る信用取引の導入について 
 

平成１８年１１月２８日 
株式会社東京証券取引所 

Ⅰ．趣旨 

現在、外国法人の発行する株券（外国投資信託受益証券（外国投資信託の受益証券をいう。）及び外国株預託証券（外国法人の発

行する株券に係る権利を表示する預託証券をいう。）を含む。以下「外国株券」という。）の信用取引については、外国株券の価格が

本国市場とリンクして形成され、仮需給を導入する必要性が乏しかったことなどから、「信用取引・貸借取引規程」において、行っ

てはならないこととされております。 

しかしながら、近時においては、当取引所を主たる市場とする外国株券が上場されているほか、マザーズに上場する外国株券につ

いてマザーズ・グローバルと総称し、区分表示するなど、外国会社向けの上場制度の整備が進められております。また、売買面にお

いても、信用取引の明示の義務化により、従前にも増して信用取引に係る適切な市場運営が可能となっております。 

他方、口座開設の手続き面について、外国証券の取引に関する契約締結が約諾書差入れ方式から参考様式による約款交付方式とな

ったほか、外国株券の売買の決済についても、広範な振替決済に係る参加者を有する株式会社証券保管振替機構における口座振替決

済制度により行われることとなるなどの環境整備も進められております。 

このような中、当取引所は、外国株市場の流動性向上による市場機能の一層の強化及び多様な投資手法の提供を図るため、外国株

券についても信用取引の対象とするものとします。 
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Ⅱ．概要 

項  目 内   容 備   考 
１．外国株券に係る信用取

引の導入 
・外国株券について、「制度信用取引」及び「一般信用取

引」の対象とするものとします。 
 

 

２．権利処理   
（１）制度信用取引 
 

・制度信用取引の権利処理の対象及び方法は以下のとおり

とします。 
 

 

（配当等の処理） 
 

・金銭配当の場合は、配当落調整額を、信用買顧客は取引

参加者から受け取り、信用売顧客は取引参加者に支払う

ものとします。 
 
・株式配当の場合は、証券金融会社において行われる入札

（以下「権利入札」という。）等によって処理するものと

します。 
 

・配当落調整額とは、配当等の金額から配当所得等に

対する源泉徴収税額相当分を控除した額をいいま

す。 
 
・新株式や新株予約権等が付与される場合は、これを

金銭に換算した額を権利処理の価額とし、これに基

づく金銭を顧客と取引参加者の間において授受する

ことにより処理しており、この権利処理の価額は、

証券金融会社において行う権利入札により決定する

こととしています。 
 

（新株予約権等の処理） 
 

・新株予約権の割当て、発行会社の株券以外の株券の分配

等が行われた場合は、権利入札等によって処理するもの

とします。 

・内国株券と同様に、付与された権利の内容につき、

当該権利の行使の条件、譲渡性、換金可能性その他

の事情を勘案して、権利の処理を行うことが適当で

ない場合は、権利の処理は行わないものとします。 
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項  目 内   容 備   考 
 ・株式分割により、売買単位の整数倍の新株式が割り当て

られる場合は、株式分割の比率に応じて、買付数量又は

売付数量及び買付価格又は売付価格を調整することと

し、売買単位未満の株式が生じることとなる場合は、権

利入札等に基づく処理を行うものとします。 

 

（２）一般信用取引 ・一般信用取引における、弁済期限及び権利処理等の取扱

いについては、内国株券と同様、取引参加者と顧客との

間で合意した内容に基づき行うものとします。 

 
 

３．銘柄選定・選定取消基

準 
 ・外国株券の上場制度を踏まえ、外国株券特有の性質

を勘案したものとします。 

（１）選定基準 
 
 
①上場株式数 

・外国株券の制度信用（貸借）銘柄への選定は、主に以下

に掲げる事項を要件とします。 
 
・当取引所市場の売買単位の 10,000（20,000）倍以上 

【参考】内国株券の制度信用(貸借)銘柄選定基準 
 
 
・10,000（20,000）単位以上 

②株主数 ・・本邦内株主の数が 1,100（1,700）人以上 ・株主数が 1,100（1,700）人以上とする逓増方式 
③売買高・値付率 ・以下の a又は bに該当するとき 

 
a.最近６か月間において、月平均売買高が当取引所市場
の売買単位の 100倍以上、かつ、値付日数が立会日数
の 80％以上であるとき 

b.本国市場等において、前 a.の基準に相当する流動性を
確保している銘柄は最近６か月の月平均売買高が売買

単位の 50 倍以上、かつ、値付日数が立会日数の 40％
以上であるとき 

・以下の a又は bに該当するとき 
 

a.最近６か月において、月平均売買高が 100 単位以
上、かつ、値付日数が立会日数の 80％以上である
とき 

b.国内の他の証券取引所において前 a.の基準を満た
している銘柄は最近６か月の月平均売買高が 50単
位以上、かつ、値付日数が立会日数の 40％以上で
あるとき 
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項  目 内   容 備   考 
④企業業績 ・以下の a及び bに該当するとき 

 
a.直前事業年度において「当期純利益」が正であること 
b.直前事業年度末において「利益剰余金」が負でないこ
と、又は「純資産の額」が 20億円以上であること 

・以下の a及び bに該当するとき 
 

a.直前事業年度において「当期純利益」が正であること 
b.直前事業年度末において「利益剰余金」が負でない
こと 

（２）選定取消基準 
 

・外国株券の制度信用（貸借）銘柄の選定取消しは、主に

以下に掲げる事項を要件とします。 
【参考】内国株券の制度信用(貸借)銘柄選定取消基準 

①上場株式数 ・当取引所市場の売買単位の 10,000（20,000）単位未満 ・9,500（19,500）単位未満 

②株主数 ・本邦内株主の数が 600（1,200）人未満 ・株主数が 600（1,200）人を下限とした逓増方式 

③売買高 ・最近 1年間の月平均売買高が１０単位未満又は３か月間
売買取引不成立 

・なし（内国株券については、最近 1 年間の月平均売
買高が１０単位未満又は３か月間売買取引不成立の

場合、上場廃止基準に抵触） 

４．「日々公表銘柄」の指

定等（信用取引に関する

ガイドライン関係） 

・「日々公表銘柄」の指定等については、内国株券と同様、

信用取引に関するガイドラインに基づき運営するもの

とします。 

・本国との重複上場外国株券に係る信用取引に関する

ガイドラインの適用に当たっては、上場株式数につ

いて、本邦内で流通可能な数量を考慮するものとし

ます。 

５．その他 ・その他所要の改正を行います。  
 

Ⅲ．実施時期 

平成１９年４月を目途に実施します。 
 

以 上 


